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ブラックフライアーズ劇場の挫折

ロン ドンの北郊外ショアディッチにあった劇場座は、解体 されたあと材

木としてテムズ川を越えて運ばれ、やがてグローブ座 として装いも新たに

堂々たる威容 をあらわ した。 これはエ リザベ ス朝の演劇の研究者にはなじ

みとなっている物語である。旧劇場の解体から新劇場の建築までの指揮を

とった棟梁が ピーター ・ス トリー トという名前であったこともよ く知 られ

ている。

当時の宮内大臣一座には、グローブ座 という新劇場建設は十分投資にみ

あうという判断があったはずであるが、ちょうど2年 ほど前 にさかのぼっ

て、1596年11月 には、多額の投資をしてブラックフライアー ズの修道院跡

の建物 を劇場に改装 したものの、周辺に住む貴族たちの抵抗で実際には使
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用できな くなってしまったという苦い経験があったばか りである。ブラッ

クフライアーズ劇場そのものは所有しているが、自分 たちで使用で きる状

況ではなかったのだ。

ただ、ブラックフライアーズ劇場が使用できたと仮定 した場合、ジェイ

ムズ ・バーベ ッジがその劇場 をどのように位置付けようとしていたのかは

謎のままである。一つには、借地権交渉の難航 している劇場座に替わるも

のであったか もしれない。そうだとすれば、劇場座 という屋外劇場に替わっ

て屋内劇場 を使用するという画期的なことになったはずだ。この時点では

成人劇団にとっては公衆劇場 と私設劇場の区別はなかったか ら、この可能

性が高いと考えられる。ただ、収容人数はずっと減ることは確かであるか

ら、それにどう対応 しよっとしたのだろっか。

もう一つの可能性は、劇場座の借地権延長問題 とはまった く関係な く、

冬のあいだに屋内劇場 として使用す る目的で手に入れたものであったか も

しれない。実際、1594年 の一座結成の年の冬は、屋内劇場であるクロス ・

キーズ亭を使用 したことがあった(ず っと使用 していたのではないか とい

う考え方 もあって、使用 していないとすれば冬の間の興行は どうしていた

のかがよくわかっていない)。1583年 に結成された女王一座は、冬の間は屋

外劇場(雄 牛亭)、 屋内劇場(鐘 亭)を 交互に使用 して、天気に左右されず

に上演できる体制があった。ブラックフライアーズ劇場 の取得は、 もしか

するとこのような伝統にならったものであったか もしれない。

どちらの目論みでブラックフライアーズ劇場を作 ったにせ よ、その劇場

は使用不可能になってしまった。そういう状況でグローブ座建設の話が も

ちあがってきたわけである。ブラックフライアー ズ劇場が使用可能であっ

たならばグローブ座は うまれなかったのか、それ とも、ブラックフライアー

ズ劇場が使用可能であったとしても、グローブ座はいずれは建設されたの

であろうか?
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この ような仮定の質問には歴史は答えては くれないが、屋 内劇場であっ

たブラックフライアーズ劇場は、17世 紀はじめ1608年 になって選ばれた観

客層を対象に冬場使用するようになったあとでは、入場料金が高 く設定し

てあったことも手伝って、夏の間使用 していた屋外劇場であるグローブ座

よりも、一座の経済のなかでずっと大きな比重 を占めるようになったこと

は確かなことである。ブラックフライアーズ修道院跡の買収 と劇場への改

装 を決意 したジェームズ ・バーベ ッジは、劇場座 を建設したときの決断と

も比較できる大英断をしたことになる。ただ し、これは結果的にそ う評価

できるということであって、ブラックフライアー ズ劇場が使用 さしとめに

なったあとでは、バーベ ッジ率 いる一座は当分そこを使用する気はなかっ

たのである。

だが、1596年 にブラックフライアーズ劇場 を改装 した当初使用差 し止め

にならなかち たとしたら、シェイクスピアの最 も充実 した時期の戯曲はそ

こでも上演されたはずであり、ブラックフライアーズ劇場の位置付けがど

のような ものであったにせよ、新劇場(グ ローブ座)の 建設は もう少し後

にずれこんだか もしれない。また、劇場座が地主 との トラブルによって移

転することをせ まられず、そのまま使用可能であった場合 を想定すると、

その場合にもグローブ座はやはり建設されるべ きであったのだろうか?

以下の考察は、以上のような観点からグローブ座の建設の意味を探って

みようとするものである。

宮内大臣一座の誕生

劇場座 の借地期限の延長交渉が再開 された1596年 頃から1599年 のグロー

ブ座の誕生までの数年間は、実際の ところシェイクスピアの一座にとって

激動の数年間であった。それ以前にもエリザベ ス朝の演劇界が揺れ動 いた
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時 期 は あ っ た 。疫 病 の 蔓 延 や 、政 治 的状 海 、 演 劇 の 庇護 者 の 事 陦 に よ っ て

絶 えず 劇 団 は 浮 沈 を繰 り返 し、再 編 成 され て い た。しか し 、こ の期 間 の シ ェ

イ ク ス ピ ア の一 座 は 、 そ う した激 しい揺 れ を経 験 しつ つ も 、一 座 の 解 散 や

分 裂 ・合 併 な どは な い まま 、 な ん らか の 求 心 力 の作 用 に よ り団結 を続 け る

こ とが で きた の で あ っ た。 この 時期 の一 座 の た ど っ た 足 跡 は 、 か な り詳 し

くあ とづ け る こ とが 可 能 で あ る。

シ ェ イ クス ピア が 加 わ っ た 宮 内 大 臣 の 一 座 が 結 成 され た の は 、1594年 の

こ とで あ ろ う。 当 時 の 宮 内 大 臣 は 、 ハ ン ズ ドン卿 ヘ ン リー ・ケ ア リー で あ

る。 ヘ ン リー は 、 母 親 はエ リザベ ス女 王 の 母 親 ア ン ・ブ リン と姉 妹 の メア

リー で あ り、 女 王 とは い と こに あ た る有 力 者 で あ っ た。1559年 に ハ ンズ ド

ン卿 とな っ た あ と、ず っ と劇 団 の 庇 護 者 で あ っ た 。 庇 護 者 が 宮 内 大 臣 の職

に あ る とい う こ とは 、一 座 に と って と りわ け有 利 な こ とで あ っ た に ち が い

な い。 なぜ な らば 、宮 内大 臣 は 宮 廷 、 ひ い て は政 府 の な か で 演 劇 と深 くか

か わ る祝 典 局 を統 括 す る立 場 に あ っ たか らで あ る。

ハ ン ズ ドン卿 ヘ ン リー が 宮 内 大 臣 に な っ た の は1585年7月4日 の こ と で

　

あ る 。 ハ ン ズ ドン卿 お か か えの 一 座 は宮 内大 臣 一 座 とな っ た 。 た だ 、 この

と きの 宮 内 大 臣 一 座 と、1594年 以 後 の宮 内大 臣 一 座 に どの よ うな連 続性 が

あ る の か は は っ き り しな い 。1584年 に 、「劇 場 座 の所 有 者 」が 『ハ ン ズ ドン

卿 の 庇護 の も とに あ る』 と主 張 したが 、 そ の 所 有 者 とは ジ ェ イ ム ズ ・バ ー

ベ ッ ジで あ る とみ な され るか ら 、バ ー ベ ッ ジは ハ ン ズ ドン卿 の な ん らか の

庇 護 の も とに あ っ た の か も しれ な い 。バ ーベ ッ ジ は 、1572年(レ ス ター 伯

爵 へ の 書簡)、1574年(5月10日 付 け の 特 許 状)に は レス ター 伯 爵一 座 の 幹

部 俳 優 で あ っ た こ とが わ か っ て い る か ら、 そ の 後 な ん らか の 理 由 で ハ ン ズ

ドン卿 の 庇 護 を求 め る こ とに な っ た の で あ ろ う。

1592年 の 夏 か ら始 ま っ た疫 病 は 、 もっ と も実 入 りの よ い ロ ン ドン市 内 で

興 行 が で き な くな る こ とで演 劇 界 に も大 打 撃 を与 え て 、 劇 団 の再 編 成 が 進
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むことになった。1594年 には疫病 も治まったので、その結果 うまれたのが

新生なった宮内大臣一座であった。それまでス トイレンジ卿一座 とペンブ

ルック伯爵一座に所属 していた俳優たちが結成 したのである。

この中におそらくシェイクスピアも一人 として加わっていたであろう。

すでに芝居の作者 として名をあげていたシェイクスピアであるが(ロ バー

ト・グリーンの 「成 り上が り者の烏」は1592年)、 当時の劇団は俳優たちが

株主 として参加 した組織であ り、シェイクスピアも俳優 としての資格で加

わっていたのである。しかも幹部の俳優であった(翌 年1595年3月15日 の

王室財務官会計簿の支払い記録)。

一座の名が最初に現われるのは、1594年 の6月 にニュー イン トン ・バ ッ

ッ座 で海軍大臣一座 と交互に上演 したとの記録である。さらには冬の間は、

ロン ドン市内グレイスチャーチ街のクロス ・キーズ亭(屋 内劇場であった

らしい)も 使用 していたらしい(10月8日 にハンズ ドン卿がロン ドン市長

にあてて書簡 を送 り使用許可を求めている)。

では、劇場座ははたして使用 していたのか。一座結成の年の6月 にニュー

イン トン ・バ ッツ座での上演のあとで、海軍大臣一座が薔薇座へ移ったと

同時に、宮内大臣一座は劇場座へ本拠を構えるべ く移ったらしい。所有者

ジェイムズ ・バーベ ッジの息子の リチャー ドは、宮内大臣一座の幹部俳優

であったから、一座の結成当初から使用 していた可能性は高い。

劇場の所有者(ジ ェイムズ ・バーベ ッジ)が 一座の幹部俳優の父親であ

るとしても、劇場使用料 として桟敷からのあが りすべてか、桟敷の半分 を

支払っていたであろう。当時の一般的な劇団 と劇場所有者 との関係 でビジ

ネスが行なわれていたと考えられる。後にグローブ座 を建てたとき、劇場

を所有 し運営にあたったのが俳優たちの共同組織であったのは、当時の一

般的な劇場の所有形態にてらしてみれば異例のことであった。

劇場座は公衆劇場 と呼ばれる専用劇場の最初のもので、それ らのものの
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う ち では 第一 世 代 に あ た り、ヘ ン ズ ロ ウの 薔 薇 座 の よ うに 、 グロ ー ブ座 以

後 の 第 二 世 代 の劇 場 と比 べ る と小 型 の劇 場 で あ っ た ろ う。 薔 薇 座 の 収 容 人

員 は 、1592年 の改 修 前 で 約2,000人 とみ ら れ て い るの で 、劇 場 座 もお そ ら く

それ くら い で は な か っ たか 。 規 模 と して は 、 こ の あ とに で き る 白鳥 座 や グ

ロー ブ座 は こ れ をは るか に上 回 る3,000人 と され て い る か ら、まだ ま だ 演劇

娯 楽 に対 す る 需要 は 高 ま りつ つ あ った 時 期 で あ っ た 。

か くて 宮 内 大 臣 一 座 が 劇 場 座 に 本 拠 を構 え て 落 ち着 い た1594年 時 点 で 、

ロ ン ドン周 辺 に は4つ の 公 衆 劇 場 が あ っ た 劇 場 座 、カー テ ン座 、ニ ュ ー

イ ン トン ・バ ッツ 座 、 そ して薔 薇 座 。や が て1596年 に は ず っ と規 模 の 大 き

い 白鳥 座 が 開 設 され る はず で あ る。 これ らが 第 一世 代 の劇 場 群 で あ る 。 市

内 に はむ ろ ん ク ロ ス ・キー ズ亭 な どの 宿 屋 劇 場 が あ っ た が 、1595年 以 降 は

使 用 され なか っ た か も しれ な い 。

これ に対 して 、 ロ ン ドン に 本拠 をお く劇 団 は どれ く らい あ っ た の か 、 正

確 な数 を確 定 す るの は難 しい 。 の ちに1598年2月 に な っ て枢 密 院 は 、 ロ ン

ドンの 劇 団 の数 を は っ き り と二 つ(宮 内 大 臣一 座 と海 軍 大 臣 一 座)に 限 定

す る との命 令 書 を 、祝 典 局 長 官 と、 ミ ドル セ ッ ク ス とサ リー の 治 安 判 事 あ

て に 送 る こ とに な る。 ロ ン ドンで の 興 行 は もっ と も実 入 りの 期 待 で き る も

の で あ っ たか ら、 地 方 の 劇 団 に は絶 えず ロ ン ドン に進 出 し よ う とい う意 欲

が あ っ た の で あ る。

劇場座の借地期限

1594年 に結成されたあと劇場座に本拠をZて 興行は順調で、テムズ川

をはさんで川向こうの薔薇座に本拠を置 く海軍大臣一座 と勢力をわけあ う

劇団になったとはいうものの、宮内大臣一座には不安がないわけではなかっ

た。一座の本拠地である劇場座の敷地の借地期限が残 り少な くなっていた。
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1585年 に 借 地 期 限延 長 の交 渉 を した と きに は 、物 別 れ に 終 わ っ て い た か ら

で あ る。

1595年 に な る と、2年 後 の1597年4月13日 に 劇 場 座 の 借 地 期 限 が切 れ た

あ と を ど うす るか 、 の 問 題 は い よ い よ切 実 に な っ て きて い た 。 期 限 の延 長

の 交渉 が 再 開 され た の は1596年 に な っ てか らの こ とで あ るが 、 そ の 交 渉 に

入 る 前 に 、 ジ ェー ム ズ ・バ ー ベ ッ ジは 一 つ 別 の 可 能 性 を探 る こ とに した 。

目 をつ け たの は 、 ブ ラ ッ クフ ラ イア ー ズ の修 道 院 跡 の建 物 で あ る。

ブ ラ ッ クフ ラ イ ア ー ズ修 道 院 の建 物 は 、 そ の 一 部 が1576年 に借 用 され て

劇 場 と し て改 装 され 一 時 的 に 少年 劇 団 の劇 場 と して使 わ れ た が 、建 物 の 所

有 者 が劇 場 と して使 用 す る こ とに 抵 抗 を しめ し た ため 、1584年 以 後 は 使 わ

れ な くな っ て い た 。そ の ブ ラ ッ ク フ ラ イ ア ー ズ修 道 院跡 の 別 の 部 屋 を600ポ

ン ドで 買 う とい う ジ ェ イ ム ズ ・バ ー ベ ッ ジの 売 買 契 約 書 は 、1596年2月4

日付 け に な っ て い るの で 、1595年 内 に はす で に 売 買 の 交渉 が な さ れ て い た

で あ ろ う。

一 昔
、 少 年 劇 団 が 使 用 して い た こ ろ とは事 情 が 変 わ っ た の で あ ろ うか 。

バ ーベ ッ ジ は この建 物 を さ らに劇 場 と して使 用 で き る よ うに 改 装 す る こ と

と し実 行 した 。 改装 費 用 は数 百 ポ ン ドもか か っ た。 少年 劇 団 が 劇 場 と して

使 用 し た と きに は 、 部 屋 は借 りた もの だ っ た た め に 、所 有 者 か ら の返 還 要

求 に く じか れ た の で あ るが 、今 回 は 部 屋 を買 い 取 っ て し まっ たの で あ るか

ら、 その よ うな邪 魔 が は い る心 配 は な い。

そ の よ うな 改装 作 業 の途 中 で あ っ たか 、 あ る いは 終 わ っ た こ ろか 、 宮 内

大 臣 一 座 に は また 一 つ 事 情 が か わ っ た。 す な わ ち 、結 成 以 来 か れ ら の 庇 護

者 で あ っ たハ ン ズ ドン卿 ヘ ン リー ・ケ ア リー が1596年7月22日 に72歳 で 死

ん だ の で あ る。 当時 の 劇 団 の 庇 護 者 とは一 般 的 に は た だ 名 前 だ け の もの で

あ る とは い え、ヘ ン リー は 一 座 結 成 の年 に は ロ ン ドン市 長 に 書 簡 をお く り、

ク ロ ス ・キー ズ亭 の 使 用 の許 可 を求 め る な ど、 援 助 を お し まな か っ た 人 物
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で あ る。

た だ ち に そ の 息 子 の ジ ョー ジ ・ケ ア リー がハ ンズ ドン卿 の地 位 につ い た

が 、 宮 内大 臣 の職 は コバ ム 卿 ウ ィ リア ム ・ブ ル ッ クが 引 き継 ぐこ とに な っ

た 。とい う わ け で 、シ ェ イ ク ス ピア の一 座 は ハ ン ズ ドン卿 が 庇 護 者 で は あ っ

た もの の 、 宮 内 大 臣 一 座 とは 呼 ぶ こ とは で きな くな っ た わ け で あ り、 この

あ と しば ら くは 正 確 に はハ ン ズ ドン卿 一 座 と呼 ば なけ れ ば い け な い 。

と こ ろが こ こで ま た一 つ 困 っ た こ とに な る。 二 代 目のハ ン ズ ドン 卿 は 例

の ブ ラ ッ クフ ラ イア ー ズ 旧修 道 院 跡 に居 を構 えて い た。 そ の ほ か に も貴 族

た ちが 住 居 をお く高 級 住 宅 地 で あ っ た の だ 。 その 真 ん 中 にハ ン ズ ドン 卿 一

座 の 幹 部 リチ ャー ド ・バ ーベ ッ ジの 父 ジ ェ イム ズが 部 屋 を買 い取 り、劇 場

に す る た め に 改 装 を ほ ど こ し た こ とに 対 して 、1596年 の11月 に な る と、 住

民 た ちが 劇 場 開 設 に 反対 の 陳 情 書 を枢 密 院 に 送 っ た。 劇 場 に 改 装 す る こ と

を差 し止 め る こ とは で きな い と して も、劇 場 と して使 用 す る こ と を差 し止

め る こ とは で きる と した わ け で あ ろ う。

そ の 陳 情 書 に 付 け られ た 署 名 に は 、奇 妙 に もハ ン ズ ドン 卿 の 名 前 が あ っ

た。 ハ ン ズ ドン卿 は 、 自分 の 庇護 の も とに あ る一 座 に 関 わ る重 大 事 で あ る

の に 、劇 場 座 の借 地 期 限 の 延 長 の交 渉 が 不 調 で あ る とい う事 情 に は 不 案 内

で あ っ た の だ ろ うか 。 それ と も、 ブ ラ ッ ク フ ラ イ アー ズ 劇 場 の件 は 父 ジ ェ

イ ム ズ ・バ ー ベ ッ ジの独 断 で進 め られ て 、劇 場 の使 用 者 で あ る一 座 とは 関

係 が な か っ た の か 。 ハ ン ズ ドン卿 に して み れ ば 、 い か に 自分 の 庇 護 の も と

に あ る一 座 が 上 演 す る とい っ て も、 自分 の住 む 同 じ建 物 に大 勢 の ロ ン ドン

市 民 た ちが お しか け て くる の で は か な わ な い とい う こ とで あ ろ うか 。 結 局

住 民 た ちの 言 い 分 は 通 っ た の で 、劇 場 は使 用 で き な くな り、 バ ー ベ ッジ の

目論 み は 頓 挫 を き た した。

1597年 の2月 、 劇 場 座 の敷 地 の 借 用 期 限 が切 れ るの が あ と2ヵ 月後 にせ

まっ て き た と きに 、 ジ ェ イ ム ズ ・バ ー づ ッ ジが 死 ん だ。 残 され た遺 産 の う
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ち 、劇 場 座 の 関 係 の 資 産 は 息 子 の カ スバ ー ト ・バ ー ベ ッ ジの 所 有 とな り、

使 用 され な い ま まの ブ ラ ッ クフ ラ イ アー ズ劇 場 は リチ ャー ド ・バ ー ベ ッジ

の 所 有 とな っ た。

3月 に な る と、 宮 内 大 臣 の職 に あ っ た コバ ム 卿 ウ ィ リア ム ・ブ ル ッ クが

亡 くな っ た た め に 、ハ ン ズ ドン 卿 ジ ョー ジ ・ケ ア リー が 同 月17日 に 宮 内大

臣 と な っ た 。 ハ ン ズ ドン卿 一 座 と呼 ば れ て い た一 座 は再 び 宮 内 大 臣 一座 と

な った わ け で あ る。

枢密院の命令書

ジェイムズ ・バーベ ッジの死は、彼が進めていたような構想ではロン ド

ン演劇界は進めないことを象徴 したものであろう。劇場座は使用できなく

なることは目に見えている、ブラックフライアー ズ劇場に対す る投資は何

の役にも立たなかった。このような窮地か ら抜け出るためには、バーベッ

ジの死を機会に進められた世代交代 を有利に作用 させ、なん らかの抜本的

な解決策 を講じなければならない。

1594年 に疫病が一段落 してのち劇団の再編後にで きた宮内大臣一座は、

もう一方の海軍大臣一座 とともに安定 した運営をしてきたことは確かであ

る。しか し、1597年 になって、演劇に対す る風当たりもさらに強まってき

たようである。その先頭にたっていたのが ロン ドン市当局であった。1597

年7月 には枢密院に書簡を送って、演劇の上演 さしとめを要請 した。

それに答えた枢密院は、 ミドルセックス州 とサ リー州の治安判事にあて

て即座に命令書を発行 した。ロン ドンとその近郊で劇の上演を中止するだ

けでなく、すべての劇場の所有者 を呼んで、劇場 を取 り壊すべ く命 じるこ

とを委任する、という内容のものであった(7月28日)。 ただ し、この命令

の上演さしとめは期限がついてお り、次の万聖節(11月1日)ま でとなっ
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ており、暗に宮廷や地方での上演は認めるという内容であ り、 また、劇場

取 り壊 しのほ うも実行 されないままに終わったのである。

こうしている間にも、劇場座の借地期限は4月13日 で切れて しまってい

た。あいかわらず延長交渉は決着がつかない。7月 には先に述べた枢密院

の命令がだされて、枢密院の命令にそむ くという形でなければ上演は不可

能になっている。宮内大臣一座 と海軍大臣一座はその命令に従 うために上

演を自粛していたらしい。ただし、上演さしとめの期間8、9、10月

というのは多 くの劇団が地方回りをしているときで、いずれにせ よロ

ン ドンではあまり上演されない時期であった。

枢密院の劇場閉鎖命令は、表向 きの命令 とは別に、本来の標的は白鳥座

の所有者で興行主のフランテス ・ラングレイであった。大きなダイヤモン

ドを不法所持 し、怪 しげな取引をしているという嫌疑がかかっていたので

ある。 ところがラングレイは、劇場閉鎖の命令にそむ くかたちで白鳥座で

ペ ンブル ック伯爵一座に 『犬の島』を上演させたのであった。その内容が

治安 を妨害するという理由をつけて、作者の一人ベン ・ジョンソンと一座

の俳優二人が投獄 された。白鳥座は以後演劇を上演することはできな くな

り、ペンブルック伯爵一座はロン ドンに進出しようという望み を断たれ、

この年の末ごろか ら再び旅 回りの一座 となった。

事件が一段落ついた10月 には、宮内大臣一座 と海軍大臣一座には再び上

演許可が発行された。こうして上演が再開された時点で宮内大臣一座は劇

場座 を離れ、隣にあったカーテン座に本拠を移 したと考えられる。劇場取

り壊 しに関す る枢密院の命令は生 きたままであったが、劇場の取 り壊 しの

命令も実行はされなかった。約一年後には、劇場取 り壊 しの命令が生きた

まま、新たにグローブ座が建設されることになるのである。

『犬の島』上演スキャンダルをからめた事件の重要な意味の一つは、ロ

ンドン内に進出しようとした第三の劇団、すなわちペンブルック伯爵一座
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がその目的を果たせずに、地方回りの劇団に転落 し、残 された二つの劇団

が ます ます独 占的な地位 を確立したということである。ロン ドンの北郊に

本拠(少 々 トラブルをかかえているが)を 構 える宮内大臣一座 と、ロン ド

ン橋 をわたったサザックに薔薇座を構える海軍大臣一座である。

翌年の1598年2月19日 にもさらに枢密院の命令書が出て、宮内大臣一座

と海軍大臣一座以外の第三の劇団の上演は許可しないことになったとき、

最終的に上記二つの劇団のロン ドン独 占支配がかたまった。二つに限定 し

て許可するというのは、演劇に対して敵対的な姿勢をとり続けるロン ドン

市当局 と、擁護の姿勢の枢密院(そ の背景には女王がいる)と のあいだの

妥協の産物であった。

この命令書の内容で重要なことは、ロン ドンで上演を許可す ることの理

由である。すなわち、女王陛下から御前公演のお召のあった場合に、より

よい芝居 を見せることが可能なように準備 してお くためである、と述べて

いるのである(女 王陛下のお召に備 えるためにロン ドン市内での上演を許

可する、という言い方は、これ以前の1578年 にも、枢密院か らロンドン市

長にあてた書簡に も表れている)。

このように二つの劇団の市場独 占がかたまったとき、劇場座を父親から

遺産 として引き継いだカスバー ト・バーベ ッジの考えたことは、仮 りずま

いのヵ一テン座で上演するのではな く、劇場座にかわる芝居小屋(つ まり

グローブ座)を 建てて、安定した本拠地にしてはどうか、とい うことであっ

た。すでにブラックフライアーズ劇場の買収 と改装に莫大な資金を投資 し

てあり、その資金を回収する見込みはまった くたたない時である。また前

年に出された枢密院のお触れにあった、劇場 を取 り壊すべ しとい う命令は

まだ生 きているはずのときにである。

新劇場の建築には以上の とお り不利な状況であったが、あえて投資に踏

み切ったのはなぜであったか。一つの考え方は、想像 であるが、新たな劇
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場 、つ ま りグローブ座 を新 たに建 てるとい うことが 、1597年7月 の劇場

取 り壊 しの枢密院の命令に反するどころか、かえって枢密院の意向に沿っ

たものだったのではないか、ということである。つ まり、劇場座はすでに

放棄 してお り使用されないままになっているし、その材木を使用 してグロー

ブ座 を建てるのであれば劇場座は枢密院の命令に沿 う形で消滅する。現在

使用しているカーテン座 も、宮内大臣一座が使用 しな くなれば、使用する

劇団がないのであるから、やがて 自然に忘れさられるであろう(劇 場座 と

カーテン座を取 り壊せ との前年7月 の命令はそれで実効があったことにな

る)。そして、ロン ドンには二つの劇団にのみ本拠 を構 える特許状を与える

という1598年2月 の枢密院の方針に沿って、その本拠地 として新たな劇場 、

つまりグローブ座 を位置付けるのである。

以上のような条件が整えば、あえて新劇場の投資に踏み切ってみようと

い う気持ちがでてきて も不思議ではない。庇護者であるハンズ ドン卿は、

枢密院の構成員であり宮廷における演劇関係の統括者の立場にあるのだか

ら、枢密院内の演劇に対する取 り組みかたに関す る情報はおそらく一座に

伝えられていたであろう。将来にわたって も、ロンドンの二つの劇団独 占

体制は変わらないという保証があれば、いかに投資額が大 きいとして も十

分引き合 うことがわかっている。つ まりリスクは少ない投資なのだ。

第二世代の劇場の誕生

グ ロー ブ 座 が 建 設 され た い き さつ はす で に最 初 に述 べ た とお りで あ る。

借 地 権 の延 長 交 渉 は1598年 の 秋 ま で ぎ り ぎ りつ づ け られ た が 、最 後 の 望 み

も消 えた 。 カ スバ ー ト ・バ ーベ ッ ジ は 、 借 地 契 約 の 条 項 に あ る権 利 を行 使

し、 劇場 を解 体 、搬 送 す る こ とを決 意す る。

や が て12月28日 に 、 ピー ター ・ス ト リー トの 率 い る人 々 が 劇 場 座 に お し
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かけ、その建物 を解体 した。1599年1月20日 になると、材木はテムズ川を

越えて運ばれ、ロン ドン橋か ら少 し西へ行 った場所に新 しい劇場が建てら

れたのである。1599年 の秋の興行には間に合 うように完成 した劇場は、グ

ローブ座 と名付けられた。

グローブ座の誕生において注目すべ きことを三点取 り上げてみよう。ま

ず、建設場所であるが、なぜ、ライバルの一座である海軍大臣一座の本拠

地薔薇座の 目と鼻のさきに建設したのか?第 二には、グローブ座の構造

がどのような ものであったか?劇 場座 と比較 してどうちがっていたか?

最後に、グローブ座 を建設する資金を調達するためのまった く新 しい方法

として、シンジケー トが結成されて劇場 を所有することになったことは、

どのような意味があったのか?

これ らの疑問点には、いずれも明確な答 えが用意 されているわけではな

い。ただし、それぞれに関するい くつかの事実があるので、それ を検討し

てみることに しよう。

まず グローブ座の建設場所であるが、ロン ドン橋を渡ったサ リー州の聖

セヴィアー教 区にニコラス ・ブレン ドの所有 している土地に建て られたも

のであ り、その契約は1599年2月21日 付けになっている。す ぐ近 くにはラ

イバル海軍大臣一座の本拠地である薔薇座があった。この場所を選んだ理

由の一つだけは確実に推測できるものであり、つまり、そこがロン ドン市

当局の管轄の外にあったことである。

グローブ座がそこに建ったことで、もっとも危機感を抱いたのは薔薇座

を所有 していたフィリップ ・ヘ ンズロウであった。グローブ座は、劇場座

の材木を用いて作ったとはいえ、ライバルにそのように思わせるだけの立

派なものだったに違いない。建 ってか らすでに20年 以上 も経過 した劇場座

をそのまま移築 したようなものであったら、ヘンズロウがそれほど危機感

を抱 くはずがないからである。
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薔薇座は1587年 に建 ってか らすでに12年 を経過しており、途中で増改築

はしているものの、真新 しいグローブ座 と比較 したら、その古さがめだっ

たのであろう。翌年1600年 の1月 にフィリップ ・ヘンズロウは、グローブ

座 を建てた棟梁 ピーター ・ス トリー トと、ロン ドンの北郊に別の劇場 を建

てる契約を結んでいる。 グローブ座が完成するのを待つ ようにしてこの契

約は結ばれたのかもしれない。

第二のグローブ座の構造であるが、これについてはさまざまな推測が行

われてきたにもかかわらず、ステージや観客席が どうなっていたのかなど

明確なことはまるでわかっていない。この小論の範囲内でグローブ座の内

部構造につ いて述べることができるのは次のようなことであろう。

劇場座 を解体 して得 られた材木 を用いて建築 したとい うことが真実であ

れば、劇場座の構造がなんらかの形でグローブ座の構造に影 をおとしてい

るであろうということ。ただ し、20年 以上 も経過 した材木を再利用すると

す ると、どれだけのものが利用できたか疑問は残る。

さらに、劇場座が作られたころと比べて演劇 をめ ぐる社会的、政治的状

況がかわったことで、劇場座 とは違 った部分 もあっただろう。ひ とつは建

物の規模が大 きくなったであろうこと。1ペ ンスで入場できる劇場である

から、収入を確保するためにはできるだけ多くの観客を収容することが重

要 である。出し物によってあた りはずれはあるか もしれないが、あたった

ときがか きれいどき、できるだけ詰め込もうということになった。『犬の島』

上演のスキャンダルで上演ができなくなっている白鳥座が3,000人 の収容人

員であったことがたぶん参考になった。それ くらいの規模 にしても割 りに

合 うと踏んだのであろう、グローブ座 もほぼそれ と同 じ規模になったので

ある。

劇場座 と変ったもう一つの点は、劇場座(お そらくカーテン座や 白鳥座

も)が 演劇専用とは言えない多目的ホールに近 く、芝居がだめならつぶ し
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も き く、 とい う もの で あ っ た の に比 べ て 、 グ ロー ブ 座 は 、芝 居 上 演 が 熊 い

じめ な どの 見 せ 物 よ り もず っ と も うか る、 とい う こ とが わ か っ た こ と、枢

密 院 の お 墨 付 きに よ って 将 来 に わ た っ て独 占 的 に 上 演 で き る で あ ろ う こ と

が わか った こ と、 ま た 、次 に のべ る よ うに 一 人 の興 行 主 が 経 営 す るの で は

な く俳 優 達 が シ ン ジケ ー トをつ くって 建 築 し た こ と、 な ど に よ り芝 居 上 演

専 用 とい う こ とが は っ き り と う ちだ され た 最 初 の劇 場 で あ っ た ろ う。

次 に は 、劇 場 座 や カー テ ン座 と な らん で 上 演 場 所 とな って い た 宮廷 や 貴

族 の 館 の ホ ー ル とそ れ ほ ど異 な っ た構 造 を と る こ とは で きな か っ た で あ ろ

う。 特 に 、1598年 の枢 密 院 の 命 令 書 に あ る よ う に 、 ロ ン ドン近 郊 で上 演 を

す る許 可 を 与 え る条 件 が 、宮 廷 に お 召 が あ っ て 上 演 す るた め の 準 備 をす る

た め とい う もの で あ っ た 。枢 密 院 の顔 を た て るた め に も宮廷 で 上 演 す る た

め の 準 備 を して い る とい う体 裁 が 必要 で あ る。 お 召 が あ れ ば 宮廷 で も上 演

で き る の です よ、 とい う条件 を満 た す よ うに した う え で グロ ー ブ 座 で も上

演 して い る こ とに な る だ ろ う。

最 後 の 第三 ポ イ ン トは 、 グ ロー ブ座 を作 っ て所 有 し た のが 、俳 優 た ち の

シン ジ ケー トで あ っ た とい う こ と。 グロ ー ブ 座 以 前 の 劇 場 は 、 い ず れ も一

人 の 所 有 者 が い て 、 劇 団 に上 演 させ る こ と に よ っ て 劇 場 使 用 料(桟 敷 席 の

上 が りの す べ て 、後 に は 半 分)を 徴 収 す る とい う も の で あ っ た 。劇 場 座(所

有 者 ジ ェ イ ム ズ ・バ ーベ ッ ジ)、 カー テ ン座(ヘ ン リー ・ラ ンマ ン)、 薔 薇 座

(フ ィ リップ ・ヘ ン ズ ロウ)、 白鳥座(フ ラ ン シ ス ・ラ ン グ レ イ)は い ず れ も

そ うい う劇 場 で あ った 。とこ ろが 、グロー ブ 座 を作 る に 際 して は 、カ ス バ ー

ト ・バ ー ベ ッジ が 中心 に な った とは い う もの の 、そ れ に 加 えて リチ ャー ド ・

バ ー ベ ッ ジ 、 ウ ィ リア ム ・シ ェ イ クス ピ ア 、 ジ ョン ・ヘ ミン グ ズ 、 オ ー ガ

ス テ ィ ン ・フ ィ リ ップ ス 、 トー マ ス ・ポー プ 、 ウ ィ リア ム ・ケ ン プ か らな

る俳 優 た ちが 共 同 で 出 資 し た の で あ っ た(シ ェ イ ク ス ピア だ け は 作 者 で も

あ っ た)。 こ の よ うに して 彼 らは劇 団 の 株 主 で あ る と同 時 に 、劇 場 の 経 営 に
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も株主 として参加することになった。出資金に応 じて、劇場使用料からの

儲け もまた配当されることになる。

資金調達のためにこの方法が とられたことについては、劇場主となるは

ずのバーベ ッジ兄弟が、ブラックフライアーズ修道院跡の建物の取得 と劇

場改装に莫大な金をつ ぎこんでしまった直後であったため、資金調達にお

いて冒険を避けるため採られた窮余の一策であった とみなすのが普通であ

る。確かに、後になってカスバー ト・バーベ ッジは(1635年)、 グローブ座

建設には多額の資金 を必要 としたので、その負担が多年にわたって重圧 と

なっていた、という趣 旨の発言をしている。だが、グローブ座 を建設 しよ

うという将来をにらんだ思い切った投資姿勢と、資金調達をめ ぐるそうし

た消極的な姿勢 とは相入れないよっにみえる。

カスバー トは、将来にわたって安定した収入がほぼ保証されているにも

かかわらず、兄弟で借金することによる出資を選ばずに、共同経営の方 を

選んだのである。これまで見てきたとお り、 リスクが大きいか らというの

は理由にならないのではないだろうか。共同経営 となれば、儲けの配分な

ど面倒な面 も多くな り、また、一人の劇場所有者であるよりも取 り分は少

な くなることは目に見えているからである。

これとの関連で言えば、グローブ座の建設にあたって採用された俳優た

ちの共同体による劇場運営の方法は、後には同じ一座でブラックフライアー

ズ劇場の場合にも取 り入れられたし、その後では、レッド・ブル座や フォー

チュン座、さらにはカーテン座でも取 り入れられるようになったとい う事

実がある。一人の劇場主が経営する劇場を借 りて上演するという形から、

劇団を構成す る俳優たちが劇場 も共同で運営するという形に変ってい くの

である。

このような傾向の最初の契機 となったグローブ座建築の ときは、確かに

資金調達のための窮余の手段 という側面があったとも想像できるのである
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が、それ と同じくらいに、俳優たちか らの圧力、というか、要請 として、「劇

場運営に我々 も参加するから劇場を建てよう」 とい う声があったのではな

いか。もちろん想像であるが、そう考えた方が新劇場建築へ とむかった積

極的な姿勢に納得がい くのではないか。

ジェイムズ ・バーベ ッジが劇場座を建設した当時には、まだまだ俳優た

ちの社会的地位は低 くて、数年前1572年 の法律では 「浮浪者、乞食」など

と同列に扱 われていた。ジェイムズ ・バーベ ッジは実業家(ジ ョン ・ブ

レイン)と 組むことによって劇場建設にふみきった。そうい う頃と比較 し

たら、俳優の社会的地位 は随分 と高 くなっていたし、経済力 もついていた

のである。シェイクスピアが父親のジョンの名前で紋章の使用許可を申請、

認められたのは1596年10月 のことである。翌年の1597年 には、シェイクス

ピアは故郷ス トラットフォー ドにニュー ・プレイスという立派な屋敷 を購

入する。いずれ もグローブ座建設に先立つ1～2年 前のことである。

このようにしてグローブ座建設は、ロン ドンの劇場の将来の見通 しがほ

ぼ自分たちの手に握られたことに 自信 を深めた俳優たちが、すでに経済力

を高めて地位 を向上させていたことに力づけ られて、劇場の運営 を一人の

経営者の手から俳優たちの共同体の手中へ と移 してい く、重要な契機であっ

た。
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